
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定
における改定事項について

就労系サービス

本資料は改定事項の概要をお示しするものであり、算定要件等は主なものを掲載しています。
詳細については、関連の告示等を御確認ください。



改定事項

（１）就労移行支援

（２）就労継続支援Ａ型

（３）就労継続支援Ｂ型

（４）就労定着支援

（５）就労選択支援【新設】

就労系サービス



概要

（１）就労移行支援

ア 就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し

（利用定員規模：20 人以上→ 10 人以上）

イ 支援計画会議実施加算の見直し





就労移行支援

ア 就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し

【変更】
・ 利用定員規模を見直し、定員 10 名以上からでも実施可能とする。

イ 支援計画会議実施加算の見直し

【変更】
・ 地域の就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後に

サービス管理責任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者以外の者が出席す
る場合でも加算の対象とする。

・「支援計画会議実施加算」の名称を、「地域連携会議実施加算」に変更する。

※地域連携会議実施加算の算定は、（Ⅰ）・（Ⅱ）合わせて
１月につき１回かつ１年につき４回を限度とする。

概要

（１）就労移行支援



概要

スコア方式による評価項目の見直し

（２）就労継続支援Ａ型







就労継続支援Ａ型

スコア方式による評価項目の見直し

○主な改定内容

【変更】
・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。

（現行：５点～８０点で評価→改定後：５点～９０点 で評価）

・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、
下回った場合には減点する。
（現行：５点～４０点で評価→改定後：ー２０点～６０点で評価）

・ 「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。

【新設】
・ 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について

新たな評価項目を設ける。（０点～１０点で評価）

・ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を
満たすことができていない事業所への対応として、新たにスコア方式に経営改善計画に基づく
取組を行っていない場合の減点項目を設ける。（ー５０点～０点で評価）

概要

（２）就労継続支援Ａ型



概要

ア 平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し

イ 定着支援連携促進加算の見直し

（３）就労継続支援Ｂ型





就労継続支援Ｂ型（１）

ア 平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し

○主な改定内容

【変更】
・ 平均工賃月額に応じた報酬体系について、 平均工賃月額が高い区分の基本報酬の単価を

引上げ、 低い区分の単価を引下げる。（高工賃の事業所を更に評価する。）

・ 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、
収支差率を踏まえた基本報酬の設定。（従業員配置７．５：１における基本報酬の引き下げ）

【新設】
・ 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、

新たに人員配置「６：１」の報酬体系を新設。

・ 「目標工賃達成加算」の新設。
目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、
工賃が実際に向上した場合の評価。（１０単位/日）

・ 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、
「短時間利用減算」の新設（所定単位数の ７０ ％を算定）

概要

（５）就労継続支援Ｂ型



就労継続支援Ｂ型（２）

イ 平均工賃月額の算定方法の見直し

○主な改定内容

【変更】
・ 障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、

平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。

・ 新算定式
年間工賃支払総額÷（年間延べ利用者数÷年間開所日数）÷ １２ 月
※上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止

（人工透析など、通年かつ毎週１回以上引き続き通院する必要がある者 等）

概要

（５）就労継続支援Ｂ型



概要

ア 基本報酬の設定等

イ 定着支援連携促進加算の見直し

（４）就労定着支援





就労定着支援（１）

ア 基本報酬の設定等

○主な改定内容

【変更】
・ 実施主体の追加

「障害者就業・生活支援センター事業を行う者」を追加する。

・ 就労移行支援事業所等との一体的な実施
本体施設のサービス提供に支障がない場合、就労移行支援事業所の職業指導員等の
直接処遇職員が就労定着支援に従事した勤務時間を、就労定着支援員の常勤換算上
の勤務時間に含める。

・ 就労定着率のみを用いた報酬体系
現行 ：利用者数と就労定着率に応じた報酬体系
改定後：就労定着率のみに応じた報酬体系

概要

（４）就労定着支援



就労定着支援（２）

イ 定着支援連携促進加算の見直し

○主な改定内容

【変更】
・ 地域の就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後に

サービス管理責任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者以外の者が出席す
る場合でも加算の対象とする。

・「定着支援連携促進加算」の名称を、「地域連携会議実施加算」に変更する。

※地域連携会議実施加算の算定は、（Ⅰ）・（Ⅱ）合わせて
１月につき１回かつ１年につき４回を限度とする。

概要

（４）就労定着支援



概要

新設される就労選択支援の概要

（５）就労選択支援【新設】







就労選択支援

○サービスの内容
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、
本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス。（令和７年１０月１日施行）

○対象者
・ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び

現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
①就労継続支援Ｂ型

→令和７年１０ 月以降、利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。
② 新たに就労継続支援Ａ型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間

を超えて利用する意向のある者
→支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和９年４月以降、原則として就労選択支援を利用する。

○基本報酬の設定等
・ 就労選択支援サービス費 ：１２１０ 単位/日
・ 特定事業所集中減算 ：２００ 単位/月

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前６月間に実施したアセスメントの結果を
踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型又は指定就労継続
支援Ｂ型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が
１００ 分の８０ を超えている場合について、減算する。

概要

（５）就労選択支援



おわりに



提出書類について

【変更や加算の算定希望がある場合に提出が必要な主な書類】

○変更届
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 令和６年４月24日まで

（介護給付費算定に係る体制等状況一覧表）
○従業者の勤務の態勢及び勤務形態一覧表
○その他、必要書類

※以下の基本報酬については、区分が変わる（または新設される）ため、必ず提出する必要が
あります。

・就労移行支援の基本報酬
・就労定着支援の基本報酬
・就労継続支援Ａ型の基本報酬
・就労継続支援Ｂ型の基本報酬

○その他の新設される加算についても、該当するものについては、上記と同様に届出をするよう
にお願いします。



質問について

○HPに掲載の質問票にてメールでお願いします。

○電話や窓口での質問はご遠慮ください。
（電話や窓口で質問された場合も、質問票のご提出を求めることがございま

す。）

○回答にはお時間をいただきますのでご了承ください。
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